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研究成果の概要（和文）： ポスト構造改革期にどのような秩序形成が必要とされるかを検討し、
①市場秩序においては、厚生の改善を直接的達成ではなく、秩序形成プロセスの保護と市場参
加者の自律的決定支援が重要であることを示し、その観点から競争法、消費者法、企業法、金
商法について改善点を提言し、②社会秩序においては、自律と連帯の衝突だけではなく補完性
も重視し、その観点からの社会保障と労働法の再構成と改善点を提言し、③エンフォースメン
トについては、従来の刑罰偏重の限界を明らかにし、制裁金の整備等の改善点を提言した。そ
れらを通じて、④自律を共同性の観点から支援する法モデルを示した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Our investigation has led to the following proposals: (1) substantive reforms in 
competition law, consumer law, business association law and securities regulations based 
on the finding that in ordering of the market it is preferable to assist market 
participants to make autonomous decisions and to police the process of ordering itself 
than to intervene directly to improve welfare; (2) reconstructive reforms in labor 
legislation and social legislation based on the finding that close attention should be 
paid to conflicting and complementary relations between individual independence and 
solidarity; and (3) structural reforms in coordinating criminal sanctions and civil 
penalties based on the finding that criminal sanctions have its immanent limits in 
enforcing regulatory programs that can be overcome by wider and prudent use of civil 
penalties.  These proposals, properly coordinated, shall be integrated into a model for 
law in the Post-"Structural Reform" Era. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2007 年度 61,800,000 18,540,000 80,340,000 

2008 年度 61,000,000 18,300,000 79,300,000 

2009 年度 65,100,000 19,530,000 84,630,000 

2010 年度 60,400,000 18,120,000 78,520,000 

2011 年度 54,900,000 16,470,000 71,370,000 

総 計 303,200,000 90,960,000 394,160,000 
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１．研究開始当初の背景 
 
（１） 問題点の把握 

①バブル崩壊後の長期停滞から脱却すべ
く、「構造改革」が推し進められた。そこで
は、従来、多くの分野で共同体的な関係に根
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ざした不透明な制度や慣行が存在し、様々な
保護行政により効率の悪いシステムを温存
してきた構造に長期停滞の主因があり、この
構造的要因を除去し、人々の創意工夫を生か
す自由な活動の促進が社会・経済の再生に不
可欠と考えられた。 

②しかし、単純に規制をなくすだけでは、
不公正な取引が横行し、企業の組織形成にお
いても、強者による不公正な支配に歯止めが
効かなくなる。そのため、規制緩和の一方で、
市場の公正さを確保し、自由な競争を保障す
るための規制の拡充・強化が要請される。ま
た、そうした自由で競争的な市場に委ねるこ
とは効率性の追求に役立つとしても、それに
より私人間の関係形成が歪められ、社会の存
立基盤を掘り崩すような結果がもたらされ
る危険性もある。 

 
（２）課題の設定 

構造改革は、人々を他律から解放しようと
したが、今求められているのは、自律として
の自由を尊重しつつ人々の共同性を確保す
ることを可能にする法システムであると考
えられる。その解明が急務である。 
 
２．研究の目的 
 

従来型の規制でも自由放任でもなく、自由
を尊重しつつ共同性の確保を可能とする法
システムのあり方を検討することが目的で
ある。次の３つの側面から検討を進める。 

 
（１）市場の秩序形成。自由で競争的市場と
公正な取引を確保する制度、企業活動を活性
化しつつ逸脱行動を防止する企業組織を検
討する。 
 
（２）社会の秩序形成。自律と信頼を確保す
る制度として契約・責任・家族制度を再検討
し、効率性原理の浸透が社会と個人の存立基
盤を脅かさないようにするセーフティネッ
トを検討する。 
 
（３）エンフォースメント。個人や自律的団
体のイニシアティブの活用も含めた実効的
法執行システムのあり方を検討する。これら
の検討を通じ、将来整備を進めるべき法的規
制のプログラムを提言する。 
 
３．研究の方法 
 

研究の中心的な課題として、市場秩序と消
費者支援、個人の自立と社会保障、これらに
相応しい規制・執行システムに焦点を合わせ
る。研究期間を３つの期に分け、第１期（平
成 19・20 年度）を各課題領域における現状
の把握と問題点の整理、第２期（平成 21・22

年度）をそれに基づく新たな法モデルの検討、
第３期（平成 23 年度）をこの法モデルを基
礎とする具体的法的規制のプログラムの検
討にあてた。 
 
４．研究成果 
 
（１）市場の秩序形成についての解明 
①企業間競争秩序に関する調査と分析：競

争法の目的を消費者厚生の向上と考える点
についてコンセンサスはあるが、消費者厚生
の内容とそのための競争法のあり方につい
ては不明確な点があったことから、消費者厚
生の多義性を踏まえつつ、一般市民の期待及
び競争法の手段と整合的な観点からその意
義を確定した。さらに、「競争法の介入は、
規制対象たる行為が消費者厚生に及ぼす直
接的影響のみによって評価する」というアプ
ローチが決定不能状態をもたらし、所期の目
的に照らして機能不全に陥ることを明らか
にし、競争法の直接的な制御対象である競争
プロセスへの影響を第一次的判断基準とす
ることにより、その難点を回避できることを
明らかにした。また、競争ルールの公正さに
注目するこの考え方が、当事者にとっての法
の遵守可能性、市場参加者にとっての予測可
能性の点で望ましいことを明らかにすると
ともに、この立場が規範的参照点を定めるこ
とによって、消費者厚生についての帰結主義
的な評価も可能にすることを示した。これに
基づいて、効率性の勘案、知財と競争法の衝
突問題など近時の多くの課題について首尾
一貫した解決策を提示した。 

②企業・消費者間の秩序にかかわる消費者
契約法制に関する調査と分析：構造改革期以
降の契約に関する規制の変容を受けとめる
ための基礎として、契約規制は、他律型規制
と自律保障型規制に分かれ、自律保障型規制
には、自律を侵害から保護するための規制と
自律を支援するための規制が含まれ、前者の
規制は、契約時にすでに意思決定の自由が侵
害される場合の規制と、契約時に侵害はなく、
みずから同意した契約に拘束され、将来の自
己決定が拘束されることによって侵害が生
ずる場合の規制に分かれるという分析枠組
みを設定した。その上で、2000 年に制定され
た消費者契約法をはじめ、90 年以降の立法お
よび判例は、全体として、他律型規制から自
律保障型規制にシフトしてきていること及
び自律を支援するための規制が不十分であ
ることなど示し、消費者契約法を素材に自律
支援の観点からの改善点を示した。 
③企業内秩序にかかわる企業組織法及び

金融資本市場法に関する調査と分析：企業結
合は、特に構造改革期に活発に行われたが、
その統一的な規制が存在しないまま放置さ
れてきたことを踏まえ、諸外国の法制を参照



 

 

しながら、この問題に関する多様な規律の相
互作用を視野に入れ、開示規制・実体規制の
双方において問題点を解明した。その成果の
一部は、日本私法学会で発表し出版された。 
企業内のガバナンスについては、平成 17

年法によりその基本原則である株主平等原
則が明文化されたことを踏まえ、それが形式
的処理を要請したため保護を希釈化し、利益
衡量を硬直化させたことを明らかにした上
で、原理的な比較衡量基準を提案した。また、
企業組織については、構造改革期にソフトロ
ーによる整序の必要性が強調されたものの、
それが作動するメカニズムが十分に解明さ
れなかったことを踏まえ、諸外国の法制を参
照しながら、ソフトローの機能する局面とそ
れが機能しない局面を区別する方向で分析
し、ガバナンスについての法のあり方を示し
た。 
 また、企業内秩序を健全に保つには金融資
本市場のインテグリティを確保することが
不可欠であるが、その規制の不備への対処は
重要な課題であった。これについて、金融市
場及び資本市場における規制基準の内容と
ともにその遵守を確保するメカニズム設計
が課題となる。後者はエンフォースメント部
門の問題と連携した課題である。このような
観点から金融資本市場のあり方について多
角的な検討を行った。特に資本市場のインテ
グリティ確保に重要でありながら、規制の困
難なインサイダー取引を例に規制の内容と
エンフォースメントメカニズムの設計につ
いて、具体的な政策提言を行った。 
 
（２）個人の自立と社会保障 

①福祉国家と社会保障の変容に関する調
査と分析（マクロ政策面での研究）：福祉国
家の成立とその特徴について調査・分析し、
自由・平等・友愛という普遍的価値は国境に
限定された国民的連帯として実現され、福祉
国家とは国民国家の完成であり、市民＝国民
としてのみ、社会権が成立したのに対し、現
在、こうした枠組みは、グローバル化、高齢
化、家族の多様化のなかで揺らぎつつあるこ
とを明らかにした。さらに、ドイツ、フラン
ス、スペイン、イタリア等、これまで家族主
義が強いとされてきた福祉国家で生じてい
る変容を調査・分析し、そこでは自由主義化
といわれる現象がみられるものの、単純な収
斂をみているわけではなく、各国の制度遺産
を反映して、異なったタイプの自由主義化が
みられることを明らかにした。こうした「収
斂の中の多様化」のなかから、社会保障の新
たな枠組みとしてどのような可能性がある
のかという課題を設定し、日本を含む東アジ
アにおける社会保障改革について調査・研究
を進め、最終的に構造改革期までの福祉レジ
ームの変容の特性と問題点を剔出し、今後わ

が国で採用可能な戦略を検討・提言した。 
②福祉国家と社会保障の変容に関する調

査と分析（ミクロ政策及び基礎理論的考察）： 
社会保障のあり方については資源配分にか
かわるマクロ政策に還元されない側面があ
り、その考察が現下のボトルネックを打開す
る上で重要である。そこで検討すべきは普遍
志向の正義的考察からケアの倫理による原
理的な考察である。この点についても法哲学
的な考察をケアの現場との対話の中で重ね
ることにより、ケア倫理に依拠した専門家の
あり方と制度設計についての展望を得た。 
③労働法制の見直しに関する調査と分

析：労働の分野における構造改革を歴史的に
位置づけ、その結果、プレ構造改革期は、労
働組合の組織率の低下に伴い立法的・行政的
介入の必要が高まり、80 年代から規制強化の
傾向がみられたのに対し、90 年代以降、派遣
労働や有料職業紹介等の分野で規制緩和が
進み、構造改革期には、非正規従業員の増加
が進むと同時に、正規従業員についても成績
主義が強化され、濃密な人間関係に支えられ
た日本的労使関係像が弱体化してきたこと
を明らかにした。また、高齢化に対応した社
会制度の整備が喫緊の課題となり、将来の社
会保障負担の軽減が図られるとともに、企業
に対しても少子化対策の負担が求められる
状況を明らかにした。かかる状況下では、集
団的な交渉システムの再構築と労働者保護
法及び労働契約法の再定位が不可欠な課題
であることを示し、諸外国の法制を参照しな
がら、これからの方向性について検討を進め、
これらの領域における今後の改善点につい
て提言を行った。 
④財産管理と自立支援に関する調査と分

析：財産管理については、高齢化社会におけ
る民事信託の意義と可能性について、専門家
による情報提供を踏まえて検討した。また、
自立支援については、成年後見および社会福
祉を重点領域として取り上げ、実務家や専門
家を招いて共同研究を行い、自立支援という
目標となる価値理念の意味のほか、その実
現・実施の困難さとその原因及びそれを克服
する方策を検討した。これらの成果に基づい
て信託法の解釈など今後の改善点について
提言した。 
 

（３）規制・執行システムのあり方 
①行政規制：即時的命令強制行為、法規命

令、法執行システムを集中的に検討し、行政
強制論から義務履行確保論への大きな流れ
を確認し、わが国行政法規における「実効性
確保」のための法的な手段が未整備であるこ
とを明らかにし、今後の方向性として「行政
制裁金」ないし「強制金」の導入・強化が望
ましいことを示した。 
②刑事規制：ＥＵの制度等を参照しつつ、



 

 

独禁法及び法人処罰の現状と問題点を明ら
かにし、いっそう実効性の高い規律の実現に
は、刑事罰を廃止して課徴金制度への完全な
移行を図るべきであるという方向性を示し
た。また、経済的規制において個人に対して
刑事制裁を活用する際の限界についても研
究を進めた。 

③民事規制：刑事規制及び行政規制におけ
る調査・分析の成果を踏まえ、（１）（２）に
述べた具体的課題のなかで、各規制の相互関
係及び相補関係に留意し検討した。 

 
（４）基本的法モデルの検討と提示 

①「自律と共同性」の法モデルの研究：自
律を尊重する個人保護のあり方として、認知
能力の限界を踏まえて学習可能な状況を作
出する法の整備と学習不能な状況への対処
としての直接的な介入という構造を持つ法
モデルをポスト構造改革の法モデルとして
構想した。自律を尊重する法規制の構想とし
ては、行動経済学的な観点から Cass R. 
Sunstein らが提唱したリバタリアン・パター
ナリズムが世界的に著名である。本研究では、
国内各地・他分野の多数の研究者の協力を得
ながら準備作業を行い、Sunstein を招聘して
シンポジウムを開催し、リバタリアン・パタ
ーナリズムの理解を深めた。この理解に照ら
して本研究の構想する法モデルの妥当性を
詳細に検討した。 
②憲法秩序と市場秩序・社会秩序の再編

成：社会生活の基本的秩序が法体系において
どのように構成されるかという体系的・理論
的問題を基礎にすえ、憲法と民法が交錯する
実践的諸問題を取り上げ、社会秩序の実相と
ポスト構造改革における方向性について調
査・分析を進めた。個人の自律を尊重しつつ
「適切な支援」を考えるには、個人の自律性
の憲法的位置づけ及び自律を巡る基礎的な
法原理を明らかにする必要があり、まずそれ
を解明した。 

③新たな法モデルの構想：以上の基礎の上
に、自律を尊重する個人保護のあり方として、
認知能力の限界を踏まえ学習可能な状況を
作出する法の整備と、学習不能な状況への対
処としての直接的な介入という構造を持つ
法モデルをポスト構造改革の法モデルとし
て検討した。 
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